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  序     文 

 

 第二国研修は、過去の技術協力を通じて育成された途上国の人材を活用し、その人材を多数擁

する組織を実施機関として、現場により近い立場にある当該途上国の行政官・技術者などを対象

に研修を実施するものであり、集団研修の形で1993年度から開始されました。我が国から移転さ

れた技術及び知識を当該途上国内に広く普及・定着させるとともに、実施機関の研修実施能力の

向上を図ることを目的としており、途上国の自助努力を支援する観点からも有効なものです。 

 中華人民共和国は改革開放政策のもと著しい経済発展がみられる反面、環境問題が深刻になり

つつあります。日本国は中華人民共和国に対し、1986年から1988年まで上海市大気汚染対策マス

タープラン作成のための開発調査を実施し、大気汚染の現状調査及び大気汚染防止対策立案につ

いて関連技術の移転を行いました。しかし、広大な国土を抱える中華人民共和国において地方レ

ベルで大気汚染防止に携わる管理者及び技術者の養成は十分に行われていないため、1994年度か

ら1998年度までの５年間にわたり、地方レベルの環境管理者及び技術者を対象とした本第二国研

修を実施いたしました。 

 本報告書は、同研修の５年間の成果を総合的に評価することを目的に、1998年12月10日から同

年12月19日まで、国際協力事業団が中華人民共和国に派遣した評価調査団の調査結果を取りまと

めたものです。本報告書が関係各位のさらに深いご理解のもとに、第二国研修のより良い今後の

展開に資することが出来れば幸いです。 

 最後に、本調査の実施に際し、ご協力を頂いた現地関係者、外務省、在中華人民共和国日本大

使館の関係者の皆様に対し、深い謝意を表す次第です。 

 

 1999年12月 

 

                       国際協力事業団    
                       理事 諏 訪  龍 
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第１章　調査の概要

１－１　調査の目的

　第二国研修「大気汚染防止」（1994～1998年）の過去５回の研修実施状況及び研修成果に対し、

評価を行い、計画の妥当性、協力の実施効率性、協力の効果、目標達成度や今後の課題、類似案

件形成に資する教訓・提言をまとめる。

１－２　調査団構成

団長・総括　　　岩田　東一　　国際協力事業団調達部契約第二課課長

大気汚染対策　　先原　一也　　大阪府環境農林水産部環境指導室大気第二係長

　研修計画　　　　鶴原　利泰　　国際協力事業団研修事業部研修第二課

　通訳　　　　　　飯村　直子　　日本国際協力センター

１－３　調査日程

　1998年12月10日～12月19日

日順 月日 移動および調査
１ 12月10日 東京発10:45→北京着13:40(JL781)

大阪発12:00→北京着14:20(NH159)
JICA中国事務所打合せ

２ 12月11日 午前：国家環境保護総局協議代表団表敬・協議
　　 （日中友好環境保全センター内）
午後：日中友好環境保全センター研修施設視察（14:00）

３ 12月12日 移動　北京10:50→蘭州13:15(WH2118)

４ 12月13日 午後：甘粛省環境保護研究所員との面談調査
５ 12月14日 甘粛省環境保護局との面談調査

環境研究所訪問
移動　蘭州15:25→上海18:15(WH2515)

６ 12月15日 上海市周辺の研修員との座談会
上海市環境科学研究院研修施設視察
研修員職場訪問（上海市浦東地区集中熱供給システム視察）

７ 12月16日 研修員職場訪問（上海市青浦県環境保護局）
上海市環境保護局人事処長との面談調査
上海市環境科学研究院院長との面談調査

８ 12月17日 移動　上海09:25→北京11:30(CA931)
午後：国家環境保護総局協議代表団とのミニッツ作成協議(14:30)
JICA中国事務所報告

９ 12月18日 国家環境保護総局協議代表団とのミニッツ作成
ミニッツ署名(14:00)
在中国日本大使館表敬・報告(16:00)

10 12月19日 午後帰国
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１－５ 調査方針 

(1) 本コースの当初計画に照らし、適正な研修の実施運営が行われたか、研修員の習熟度合い

はどうであったか、期待される研修効果が研修員個人また研修員所属機関にあったか、地方

レベルで適正な技術移転がなされ、大気汚染問題の改善につながったかなどについて評価を

行う。 

(2) 研修の効果発現に関連する各種スキームとの連携効果を確認する。 

(3) 評価の実施にあたっては、国家環境保護局、日中友好環境保全センター、上海市環境保護

局、研修講師、研修修了者及び研修員所属先との協議、聞き取り調査、及びアンケート調査

により本件調査を進めることにする。 

(4) 第二国研修については５年間の協力期間終了後、原則として協力延長は行わないことにし

ているが、中国における環境問題は経済発展とともに深刻度を増していることから、今後の

取り扱いについて中国政府、実施機関、JICA中国事務所、日中友好環境保全センターなどの

関係者と協議を行い、提言としてまとめる。 
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第２章 中国における大気汚染問題 
 

２－１ はじめに 

 中国では、1978年に対内改革・対外開放政策へと経済政策の転換が図られて以来、著しい経済

成長を遂げており、国内総生産はこの20年間で実に20倍の伸びを示すに至った。このような驚異

的ともいえる経済成長を遂げるには、安定したエネルギーの供給が不可欠である。現在の中国に

おいては、国内に豊富に埋蔵されている石炭が主要なエネルギー源として用いられており、全エ

ネルギー構成の約75％を占めている。また、石炭の消費量は、改革・開放政策が軌道に乗りはじ

めた1980年代初頭から著しく増加しており、2000年には15億トン程度の消費量が見込まれている。 

 このように、石炭は中国の経済成長を支える原動力ともいえる大きな役割を果たしているが、

その一方で、深刻な大気の汚染を引き起こす元凶となっている。石炭の燃焼に伴い二酸化硫黄や

煤じんなどの大気汚染物質が多量に発生するが、技術力と資金力の乏しい中国では、これらの物

質に対する排出抑制措置が十分にとられているとはいえない。このため、工業生産活動が活発に

行われている都市では、これらの物質による慢性的ともいえる高濃度汚染状況が続いており、慢

性気管支炎などの呼吸器系器官への健康影響が顕在化していると報じられている。また、南方都

市（揚子江以南の都市。以下において同じ）では、酸性度の高い雨水によってもたらされた土壌

の酸性化に起因すると考えられる農作物の減産や森林の枯死といった被害実態が報じられている

 このように、現在の中国の大気汚染問題は、石炭燃焼に由来する物質による大気の汚染と影響・

被害の顕在化と概括することができるが、経済成長に伴って生活水準の向上した沿海部の大都市

では、近年の自動車交通量（≒自動車保有台数）の増加に伴い、窒素酸化物の高濃度汚染状況を

呈するようになってきていると報じられている。 

 本稿では、中国における大気汚染の状況及び現在講じられている対策の概要について紹介する

ほか、中国の大気汚染問題に関する二、三の私見を述べることとする。 

 

２－２ 大気汚染の状況 

(1) 二酸化硫黄（SO2）の排出量と環境中の濃度 

 1981年から1995年までの間の産業部門における排出量は、1980年代中期にいったん減少し

たが、1980年代後期からは増加傾向に転じている。1995年の排出量は1981年の1.38倍となっ

ている。また、1997年の全部門における排出量は2346万トンとなっている。 

 一方、1997年の全都市の年平均値は0.066 ㎎ /m3であり、52.3％の北方都市（揚子江以北の

都市。以下において同じ）と37.5％の南方都市で国家二級環境基準(0.06 ㎎ /m3)を超えてい

る。また、北方都市の年平均値は0.072 ㎎ /m3、南方都市のそれは0.060 ㎎ /m3であり、北方都

市のほうが南方都市よりも高濃度を示している。 
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［参考］1997年度の大阪府域の年平均値
　　　　一般環境測定局（67局）　 ：0.014㎎ /m3

　　　　自動車排ガス測定局（13局）：0.017㎎ /m3

　　　　※　ppm値に64／22.4を乗じて、㎎ /m3 値に変換

(2) 酸性雨

　酸性雨とは、硫黄酸化物や窒素酸化物などのガス状物質が二次的粒子となったものを取り

込んだ酸性度（pH）5.6以下の雨水と定義されている。中国では、雨水中の硫酸イオンの割合

が高いことから、石炭燃焼に由来する硫黄酸化物がその主たる原因物質とされている。

　1997年の全都市の雨水中pHの年平均値は3.74～7.79であり、このうちpH5.6以下の都市は

全体の47.8％にあたる。年平均値がpH5.6以下の都市は北方都市には少なく、ほとんどが南方

都市であり、南方都市の75％にものぼっている。前述したように、二酸化硫黄の濃度は、北

方都市のほうが南方都市よりも高い傾向にあるが、雨水の酸性度や被害実態はその逆、つま

り南方都市のほうが北方都市よりも著しいといった特徴がある。北方都市において、このよ

うな現象を呈する原因としては、カルシウムイオンなどの酸性化を抑制する作用のある物質

を豊富に含む黄土粒子が北方都市の大気や土壌中に存在するためと説明されている。このよ

うに北方都市では、雨水の酸性化を抑制する地理的・自然的要因を持ち合わせているが、近

年ではその抑制能力を超える原因物質の排出により、従来と比べるとpH5.6以下の雨水の出現

頻度が増加する傾向にある。

(3) 窒素酸化物（ＮＯＸ）の環境中の濃度

　1997年の全都市の年平均値は0.045㎎ /m3であり、全体の36.2％に相当する34都市で国家二

級環境基準（0.05㎎ /m3）を超えている。また、北方都市の年平均値は0.049㎎ /m3、南方都市の

それは0.041㎎ /m3であり、北方都市のほうが南方都市よりも高濃度を示している。各都市の

うち、広州、北京及び上海では0.1㎎ /m3を超える高濃度汚染状況にある。

［参考］1997年度の大阪府域の年平均値
　　　　一般環境測定局（68局）　 ：0.051㎎ /m3

　　　　自動車排ガス測定局（29局）：0.080㎎ /m3

　　　　※　NO2のppm値に46／22.4を乗じて、㎎ /m3 値に変換

(4) 煤じんの排出量と総浮遊粒子状物質（ＴＳＰ）濃度

1981年から1995年までの間の産業部門における煤じんの排出量は、増減を繰り返しながら

変動している。1995年の排出量は1981年とほぼ同じ程度である。また、1997年の全部門におけ
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ける排出量は1873万トンとなっている。 

 一方、1997年の全都市の総浮遊粒子状物質濃度の年平均値は、0.291㎎ /m3であり、全体の

72％に相当する67都市で国家二級環境基準(0.20㎎ /m3)を超えている。また、北方都市の年

平均値は0.381㎎ /m3、南方都市のそれは0.200㎎ /m3であり、北方都市の方が南方都市よりも

高濃度を示している。 

［参考］1997年度の大阪府域の年平均値 

     0.064㎎ /m3 

 ※ ８局。ハイボリューム・エアサンプラーを用いて、１日／月の頻度で測定 

 

(5) 工業粉じんの排出量 

 1981年から1995年までの間の産業部門における排出量は、大幅に減少している。1995年の

排出量は1981年の約半分に減少している。また、1997年の全部門における排出量は1505万ト

ンとなっている。 

 

２－３ 対策と環境行政の動向 

 中国政府はこれまでに、国務院（中央人民政府）及び地方の一級行政単位（直轄市、省、市及

び県）の人民政府において、環境保護を担当する行政機関を設置するとともに、法律（環境保護

法、大気汚染防止法）及び各種環境管理制度（三同時制度、汚染物質排出費徴収制度、環境影響

評価制度等）を制定・施行するなど、大気汚染物質の高濃度汚染状況を改善するためのさまざま

な努力を積み重ねてきた。 

 この結果、工業粉じんについては一定の改善が図られているが、二酸化硫黄に代表される石炭

燃焼に伴い発生・排出される大気汚染物質については、いまだ十分な改善が図られているとはい

えない。さらに、二酸化硫黄を原因物質とする酸性雨による被害が年々拡大しつつある。このた

め、中国政府は現在、二酸化硫黄と酸性雨に主眼を置いて大気汚染対策を進めている。この項で

は、これを中心として、現在講じられている主な対策及び関連する環境行政の動向について紹介

する｡ 

(1) 酸性雨と二酸化硫黄対策 

 1995年10月、「第９次５カ年計画(1996～2000年)及び2010年長期ビジョン」において、新

たな環境保全目標を決定した。 

 1996年８月、「環境保全にかかる諸問題に関する国務院決定」において、環境保全目標を

達成するための措置として､10項目を決定した｡10項目の措置のなかで重点課題として「３３

２１プロジェクト」が位置づけられ、このプロジェクトメニューのひとつとして、２つの区

（酸性雨抑制区と二酸化硫黄抑制区）での酸性雨と二酸化硫黄の抑制対策を推進することが
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あげられている。 

 1998年１月、「酸性雨抑制区と二酸化硫黄抑制区に関する国務院決定」において、対象とす

る抑制区及び目標と措置が決定された。ここで、両抑制区の合計面積は国土面積の11.4％に

相当し、二酸化硫黄の排出量は全国の60％に相当する。目標と措置（抜粋）は、以下のとお

りである。 

〔目標〕 

① 2000年までに、二酸化硫黄を排出する工業汚染源での排出基準を達成させ、あわせて二

酸化硫黄の排出総量規制を実施すること 

② 2000年までに、関係直轄市、省都、経済特区都市、沿岸開放都市及び重点リゾート都市

の大気中二酸化硫黄濃度を国家環境基準に適合させ、酸性雨抑制区での酸性雨の悪化を緩

和すること 

③ 2010年までには、二酸化硫黄の排出総量を2000年の排出レベル以内にとどめ、都市大気

中二酸化硫黄濃度を国家環境基準に適合させ、酸性雨抑制区での降水のpH値が4.5未満の

面積を2000年より大幅に減少させること 

〔措置（抜粋）〕 

① 石炭層の硫黄含有率が３％以上である炭坑の新設を禁止 

② 石炭層の硫黄含有率が1.5％以上である炭坑の改造時には、相応する規模の水洗施設及び

選鉱施設の併設 

③ 大・中都市の市街化区域及びその近郊において、石炭焚き発電所の新設を禁止 

④ 硫黄含有率が１％以上の石炭を使用する火力発電所においては、2000年までに二酸化硫

黄の排出を減らすための措置を実行。また、2010年までには段階的に脱硫装置の設置、ま

たは二酸化硫黄の排出を減らすための効果的な措置の実行 

⑤ クリーン生産の推進、技術改造の強化及び資源の節約・総合利用の促進により、二酸化

硫黄の排出水準の確実な低下 

［参考］３３２１プロジェクト 

 1996年に国務院決定された2000年に至るまでの重点対策。３つの河川（准河、遼河、

海河）、３つの湖沼（太湖、巣湖、デン池）、２つの区（酸性雨抑制区と二酸化硫黄抑制

区）、１つの都市（北京市）での環境対策を重点的に実施 

 

(2) 自動車排出ガス対策 

 鉛汚染対策として、有鉛ガソリンの販売が禁止されることになった。地域によって施行時

期が異なるようで、上海市では1997年12月、蘭州市では1999年１月である。 

 窒素酸化物対策の一環として、新車に対しては、三元触媒を用いた浄化器の取り付けが義
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務づけられることになった。一方、使用過程車に対しては、定期点検時の点検が強化される

ことになった。

　また、1998年の「北京市地方標準」によると、自動車の種別及び実施時期ごとに、排出ガ

ス中の汚染物質の量について許容限度を定め、排出規制が実施されることとなっている。対

象としている自動車は、点火式４サイクルエンジン及び圧縮着火式エンジンを装着した最大

設計速度が時速50㎞ 以上の普通乗用車、バス及び貨物自動車である。対象としている汚染物

質は一酸化炭素（ＣＯ）、炭化水素及び窒素酸化物（ＨＣ＋ＮＯＸ）並びに粒子状物質（ＰＭ）

の３種類である。第１段階の実施時期（1999年１月～2003年12月）では、第１種自動車（乗

車定員が６人以下で車両総重量が2.5トン以下の乗用車）及び第２種自動車（第１種自動車

を除くすべての対象自動車）ごとに許容限度が定められている。第２段階の実施時期（2004

年１月以降）では、第１種自動車をガソリン車とディーゼル車に区分して、第２種自動車を

ガソリン車とディーゼル車の区分並びに車両重量ごとに区分して、許容限度が定められてい

る。第２段階の実施時期には、第１段階よりも許容限度の強化が図られることになっている。

(3) 環境行政の動向

①　大気汚染物質のモニタリング結果の公表

　1997年から、総浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び窒素酸化物の環境濃度を指数化して、

週報という形で公表が行われている。当初は、上海市などの主要都市に限られていたが、

1998年５月時点では43都市において公表が行われている。上海市ではさらに、1998年６月

から日報という形で市民に公表を行っている。

②　行政改革と環境行政機関の位置づけ

　国務院では、1998年に直属の行政機関の数を40から29に統廃合するとともに、行政職員

数を約半数にするという行政改革が行われた。この行政改革により、全国での統一的な環

境保護政策を決定する機関として設置されていた「国務院環境保護委員会」が廃止された

同時に、国務院に直属し、全国の環境保護行政を監督・管理する実務機関として設置され

ていた「国家環境保護局」が「国家環境保護総局」と改称された。新たに発足した「国家

環境保護総局」は従前からの役割に加えて、これまで「国務院環境保護委員会」が果たし

ていた役割をも担うことになり、従前の「局」から「省」へと位置づけされることになっ

た。一方、職員数は半数削減を免れて、４割の削減にとどまったということである。

　なお、地方人民政府における行政改革は1999年から実施されるようであるが、こちらに

おいても環境行政機関に対する位置づけが注目されるところである。

③　汚染物質排出費徴収制度の徴収料金の引き上げ

　この制度は規制基準を超過している事業者から、超過分に相当する料金を環境行政機関
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が徴収し、徴収した料金を汚染対策に必要な設備の導入などに利用することを目的とする

ものである。しかしながら、現在の料金体系のもとでの徴収料金では、適切な汚染対策を

行うには不十分という実態にあることから、徴収料金の引き上げや徴収対象の拡大につい

て検討が行われることになっている。

④　環境ＩＳＯの認証制度の確立及び認証取得の促進

　1998年に認証機関の指定及び監査員の選任などを行い、国家認証制度が確立されている

この制度を確立することにより、現行の環境管理制度の補完のみならず、企業の環境への

配慮の促進、貿易や投資の拡大にも寄与すると期待されている。

２－４　大気汚染問題の今後の見通しと日中環境協力

　中国では、石炭燃焼に由来する大気汚染物質の慢性的な高濃度汚染による健康影響や酸性雨に起

因すると考えられる被害が顕在化している。中国政府は、このような深刻ともいえる大気汚染問題

を克服することを課題としてさまざまな努力を払ってきているが、大きな改善効果は得られていな

い。さらに、「２－３ 対策と環境行政の動向」で「(1) 酸性雨と二酸化硫黄対策」の措置（抜粋）

として示されている内容から推し量ると、着実に措置が実行されることにより一定の改善は見込め

るものの、問題を克服するまでのレベルには至らず、2010年以降も引き続き深刻ともいえる大気汚

染問題を克服することは政策上の重要課題として残ることになるものと予見される。その理由とし

ては、現在の中国政府は、大気汚染物質の排出抑制効果の高い排煙脱硫装置などの公害防止設備の

設置については消極的であり、技術水準としては、それほど高度なものではないと考えられる燃料

の良質化や省エネルギー化を優先して推進しようとする内容となっているからである。わが国が1960

～1970年代の高度経済成長期に遭遇した二酸化硫黄を中心とする公害問題をきわめて短い期間に克

服したのと比べると、歯がゆい感があるが、これが現在の中国の実情である。

　改善がはかどらない最も大きな理由としては、効果的な対策を行うための資金力が乏しいこと

があげられ、これが当時のわが国との相違点でもある。対策資金が乏しいのは、環境問題以外に

も取り組むべき政策課題が多いという背景にあると考えられる。環境問題以外の課題としては、

たとえば、「一人っ子」政策のもとでも、2030年までには１年間に1000万人を超えるペースで人

口が増加しつづけていくと予測されており、この人口増加に伴い将来のみならず現在においても、

取り組みの必要な食糧問題や雇用問題などがあげられる。このように、国の事情がまったく異な

るわけで、改善がはかどらないのもいたしかたのないことと考えられる。同時に、もはや中国一

国のみの自助努力では、早期に大気汚染問題を克服することは不可能であるともいい得る。この

ため、中国の自助努力を側面から支援することを目的として、わが国をはじめとする先進諸国か

ら中国政府に対して、かねてから環境協力の手が差し伸べられている。

　わが国からの中国政府に対する環境協力の内容としては、資金援助のみならず、効果的な対策
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を行うために必要・不可欠とされる技術の移転と人材の養成が行われている。このたびの第二国

研修は、人材養成の一環として実施されたものであり、当研修について研修生から寄せられた意

見・感想は「資料３ アンケート集計結果」に取りまとめたとおりであり、意義深いものであった。 

 

２－５ 提言 

 現在、中国政府は「２－３ 対策と環境行政の動向」の「(3) 環境行政の動向」において紹介し

ている行政改革のほか、３つの改革として市場経済化を図るための経済改革及び国有企業の改革

を推し進めている。このような背景から、大気汚染対策のみならず広く環境対策を効果的に推進

するうえで、今後必要になると考えられる事項を以下に述べる。 

 

(1) 企業における環境対策組織の整備と人材の確保・養成 

 国有企業改革のねらいは、これまで政府から手厚く保護されていたために、ともすると採

算性の悪い実態にあった国有企業を民営化することにより、自立・活性化を図ることにある。

民営化により、あらゆる面で政府からの援助を受けられなくなるとすれば、それぞれの企業

においては、環境対策の面でもみずから対策を行う必要性が生じ、企業内部に環境対策組織

の整備と環境対策担当者を確保することが必要になるものと考えられる。あわせて、わが国

が1971年に制定した「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づく公害防

止管理者制度が、当時の深刻な公害問題を克服するのに大いに寄与したという経験からする

と、中国政府としては、人材育成を支援・促進するための法律または制度を検討する必要が

あるのではないかと考える。 

 

(2) 測定・分析産業の育成と人材の確保・養成 

 行政改革により環境行政機関の職員数が削減されると、施策を策定する部門、施策を実施

する部門、施策実施の進行管理をする部門などは、行政機関としては必要不可欠であること

から、職員数の削減や部門の統合はあるにせよ、廃止されることは考えにくい。一方、測定・

分析部門は存続するにしても、全体のバランスからすると、職員数は最も削減されやすいと

考えられる。中国では、大気汚染物質の測定や分析は環境行政機関の職員により行われてい

るが、職員が削減された状態では、これまでのような測定や分析の頻度を確保することは困

難となる。したがって、測定や分析業務を請け負うことのできる産業の育成と人材の確保・

養成が必要になるのではないかと考える。 
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第３章 要約 
 

３－１ 評価の総括 

評価５項目 評価結果 根   拠 

効 率 性 やや高い ・研修実施機関調査と研修員アンケートから判断して研修内容の理

解度は高く、知識の向上がみられ、成果は達成された。 

・研修対象者と研修内容の絞り込みに課題が残る。 

目標達成度 高い ・アンケート調査の結果、大気汚染対策を立案・実行したとの回答

が８割以上寄せられた。研修員座談会でも立案・実施に関する

多くの報告が寄せられ、目標は達成された。 

インパクト 正のインパク

トがみられる 

・中国全土から研修員を集めて研修を行うことにより、国家と地方

の大気汚染防止政策に関する意思疎通が図られた。 

・研修員が関係者に研修内容を伝達しており、二次的普及がある。 

・研修開催自体がマスコミなどにより広く報道され、不特定多数へ

の啓蒙が行われた。 

妥 当 性 きわめて高い ・中国の環境問題の取り組みに伴い、時宜を得た開催であった。 

・中央政府の政策変更点をいち早く研修内容に取り込んだ。 

自立発展性 高い ・研修実施機関の研修運営能力は高く、独自の研修も行っている。 

・本分野において中国政府は積極的な取り組みを行っている。 

・研修員による知識の二次的普及が進んでいる。 

 

結  論  研修終了後、多くの研修員が汚染防止対策を立案・実施しており、目標は達成さ

れた。また研修員を通じて研修内容の二次的普及も確認される。 

 環境保護局職員のほかに、研究者や監測所職員が含まれていたため、特定内容の

研修を期待した者にとっては研修内容に不満が残る結果となった。研修対象者の絞

り込みと研修内容の策定には課題が残った。 

 

提  言  研修実施機関は研修運営能力があり、講師を含む国内関係者からの協力も十分得

られている。また同分野での研修は中国でも独自に行われている。今後同分野で

協力を行うならば、より専門的かつ詳しい研修内容が望まれるであろう。 

 

教 訓  評価を小まめに行い（たとえば各研修終了後１年を経た時点での研修員アンケー

ト調査）、協力期間中に適宜改善を加えていくべきである。相手国内の状況の変化

に伴い、必要に応じて研修内容や対象者も適宜変更するのが望ましい。 
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３－２ 団長所感 

(1) 「上海市大気汚染対策マスタープラン策定」の開発調査の過程で、中国側に移転された技

術の地方への再移転を目的として開始された第二国研修「大気汚染防止」コースは、当初の

目的は達成したと考えられる。研修の実施機関である上海環境科学研究院及び中日友好環境

保全センターは研修実施の十分な能力があり、上海市環境保護局及び国家環境保護局との連

携も行われている。 

 

(2) 研修の到達目標は１回目から３回目までは同一であったが、４回目と５回目では到達目標

の見直しを行っており、中国側の本コースに対する関心の高さとして評価できる。研修では

最終試験や技術論文の作成を課しているが、最終試験は研修員の理解度を確認するため、ま

た、技術論文の作成は研修員に意欲を与えるために非常に効果があると思われる。 

 

(3) 研修員が研修終了後何を期待されていたかという点については、研修実施側との協議を通

じて、発展レベルの異なる都市に応じて持続可能な発展のための計画作成が強く求められて

いるように感じられた。しかしながら、到達目標には技術の習得もあげられ、資格要件はか

なり範囲の広い記述をしているため、研究者や技術者が参加をした場合には自分の期待が十

分には満たされなかったとの不満をもつケースがあったようである。到達目標の見直しを行

った時点で、同時に資格要件のより具体的な見直しを実施すれば、研修員の選定がより的確

に行われたと考えられる。 

 

(4) 評価調査をより効果的にするためには、研修終了後のモニタリングをもう少しきめ細かく

するシステムを検討すべきであろう。研修終了後、１年程度の時点で、研修がどんなときに

役に立ったと感じたか、どんな問題が研修の知識では解決できないで困っているかなどのア

ンケートをすれば、アンケートの回収率も高まるであろうし、中間での研修内容の見直しに

も有効と思われる。モニタリングにより問題意識のある研修員を特定することも可能となり

５年間が終了した後に、必要があれば問題意識のある研修員のみを対象に研修レベルを上げ

た第二国研修を実施するなどの対応も考えられる。 
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第４章　研修コース概要

４－１　コースの背景

　日本は中国に対し、1986年から1988年まで実施した上海市大気汚染対策マスタープラン策定の

ための開発調査において、大気汚染の現状調査及び防止対策立案について関連技術の移転を行っ

た。しかし、広大な国土を抱える中国において地方レベルでの大気汚染防止に携わる管理者及び

技術者の育成は十分に行われていないため、1994年度（日本会計年度）から地方レベルの管理者

及び技術者を対象とした本第二国研修を実施した。

４－２　コース計画

上位目標 急速な経済発展に伴って発生している大気汚染により悪化している中国の生

活環境の向上

プロジェクト

目標

省・市の環境保護局などの中堅技術者層に対し､大気汚染防止に関連する知

識と技術の向上をめざした研修の機会を与え、各地方特有の大気汚染の状況

に対応した汚染防止対策を行うことができるようになる。

成　果

（研修目標）

○大気汚染の状況把握とデータ解析技術に関する基礎知識と実践技術の習得

○大気汚染防止にかかる技術レベルの向上

○大気汚染防止にかかる実践的な知識を応用できる能力の向上

○発展レベルの異なった都市に応じた持続発展的な計画の基本的思想と方法

の習得

○都市の環境情報システムを設立できる知識と技術の習得（４・５回目のみ）

○ＩＳＯ14000環境管理体系および清潔生産に関する専門技術と実践技術の習

得(５回目のみ）

研修実施機関 上海市環境科学研究院、日中友好環境保全センター（４・５回目のみ）

研修期間 約45日間

研修項目 中国大気汚染現状及びその特性、石炭燃焼機械理論及び大気汚染物、大気汚染

物の拡散、酸性雨及びその危害、大気汚染物及び生態環境に対する影響、大気

汚染物に対する測定技術、大気汚染の防止及び監理

定　員 50名

資格要件 大学卒業レベル以上、または相当レベルを有する者、所属環境保護機関から

推薦された者、現在大気汚染防止分野に携わっている者、大気汚染防止分野

に５年以上携わっている者、45歳以下、健康で研修を完了できる者
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第５章　研修コース開催実績

５－１　研修内容

　各回の研修内容は以下のとおりである。

１９９４

１９９５

１９９６

中国大気汚染現状及びその特性、石炭燃焼機械理論及び大気汚染物、大気汚染物の拡

散、酸性雨及びその危害、大気汚染物及び生態環境に対する影響、大気汚染物に対す

る測定技術、大気汚染の防止及び監理、大気汚染物に対するモニタリングと分析（実

習）、コンピューターによるモニタリングデータ処理（実習）、コンピューターによる

大気汚染制御（実習）

１９９７ 中国環境の持続可能な発展に関する計画と対策、大気汚染防止に関する法規と政策研

究、大気汚染物質排出総量に関する規制、都市における大気環境計画に関する情報シ

ステム、大気汚染防止に関する経済的分析、大気汚染による生態環境被害、大気汚染

物に対する測定技術、大気汚染の管理とその対策研究、モニタリング地点の高度化（実

習）、コンピューターによるモニタリングデータベースの処理（実習）、大気汚染防止

におけるコンピューターの応用技術（実習）

１９９８ 中国環境の持続可能な発展に関する計画と対策、ＩＳＯ14000環境管理体系、清潔生

産、大気汚染物質排出総量に関する規制、都市における大気汚染計画に関する情報シ

ステム、大気の生態環境への影響と害、都市自動車ガス排出に関する防止と規制、大

気汚染に対する管理と対策研究、都市環境地理情報システム（実習）、大気汚染防止

におけるコンピューターの応用（実習）

５－２　研修経費

　国際協力事業団は研修参加旅費・日当宿泊費、外部講師旅費・謝金・日当宿泊費、研修旅行費、

通訳傭上費、研修用資材購入費のすべてを負担した。国家環境保護総局は内部講師旅費・謝金・

日当宿泊費、報告書作成費、研修修了書発行費などをすべて負担した。事務職員旅費・日当宿泊

費・傭人費、資料作成費、開・閉講式費は日中で共同負担した。

５－３　研修指導員派遣

　1994年度から1997年度まで毎年１名の研修指導員を１週間程度派遣した。また1998年度につい

ては日中友好環境保全センターに赴任中の日本人専門家２名を派遣した。
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１９９４ 川島　正俊（大阪市） ６月18日～６月29日 大阪市の大気汚染防止の概況
１９９５ 菅井　雅昭（環境庁） ５月29日～６月 7日 日本の自動車排気ガス対策
１９９６ 小寺敬太郎（大阪府） ６月10日～６月21日 日本における硫黄酸化物対策について
１９９７ 先原　一也（大阪府） ５月20日～５月27日 地方公共団体の大気保全行政
１９９８ 小柳　秀明（日中友

好環境保全センター）
５月28日 日本のＩＳＯ14000環境管理

１９９８ 原口　清史（同上） ５月28日 日本の大気汚染の規制と対策

５－４　研修員受入人数

　毎年80～100の応募用紙を年ごとに選ばれた都市の環境保護局などに送付したところ、定員以

上の応募がみられた。厳選なる選考のうえ、毎年50名の研修員が本研修に参加した。毎年の省ご

との研修参加者数は以下のとおり。

地域別参加者数

合計 1994 1995 1996 1997 1998
上海 65 15 20 10 8 12
国家環境保護総局 14 10 4
遼寧省 14 3 3 3 2 3
山東省 14 1 2 7 2 2
江蘇省 12 4 1 3 3 1
北京 11 1 1 3 6
江西省 10 1 1 3 5
浙江省 10 1 5 3 1
河南省 9 2 6 1
広東省 9 1 2 5 1
安徽省 8 4 3 1
四川省 8 2 1 3 2
山西省 7 3 3 1
広西省壮族自治区 7 1 2 2 2
湖北省 6 1 2 2 1
湖南省 6 1 3 2
河北省 5 1 2 1 1
福建省 5 1 1 3
吉林省 4 2 1 1
天津 4 1 2 1
甘粛省 4 1 1 2
黒竜江省 3 1 1 1
内蒙古自治区 3 2 1
寧夏回族自治区 3 1 1 1
陝西省 2 1 1
貴州省 2 1 1
青海省 2 1 1
新彊ウイグル自治区 1 1
不明 2 2

250 50 50 50 50 50
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第６章　評価５項目による評価

６－１　効率性

(1) 成果はどの程度達成されたか（研修内容は十分理解されたか）。

　研修実施機関の上海市環境科学研究院院長の陸氏によると、研修員の状況に合わせて研修

内容を策定したため、８割程度の研修員の反応はよかったとのことである。研修実施機関で

は理解度を測るために研修終了時に筆記試験を行っていた。終了時評価で行った研修員アン

ケートにおいて講義内容理解度を７点満点で自己採点してもらったところ、すべての回答者

が５点以上をつけた（平均点は5.88点）。

　向上した知識は具体的に何かとの質問に対し、クリーン生産、ＩＳＯ14000、二種（酸性

雨・ＳＯ2）規制区域・ＳＯ2汚染防止対策、汚染の総量規制（自動車排ガス総量規制を含む）

の４項目をあげた回答がめだった。そのほかすべての回答者が多岐にわたり具体的な項目を

あげた。このことから研修参加者に大気汚染防止関連知識の向上があったと判断できる。

(2) 投入規模は質・量ともに適正であったか。反省点を踏まえ、さらによい方法が考えられる

か。

1)　研修実施機関

　本研修コースは国家環境保護総局の指導のもと、上海市環境保護局・上海市環境科学研

究院により始められた。上海環境科学院では第１回目から第５回目まですべての研修運営

に携わった者が数名おり、研修運営情報蓄積の点では効果的であった。また研修終了後も

研修員からの資料照会や質問にも対応している点も評価できる。第４回目（1997年）以降

は北京にある日中友好環境保護センターも研修運営に加わった。研修実施機関が北京と上

海にまたがるものの、研修計画の策定や研修員募集には共同で作業するなど、上海市環境

科学院と日中友好環境保護センターの間の効果的な連携が認められる。

2)　研修内容策定

　毎年研修員にそれぞれの地方の大気汚染防止関連の現状報告を聞いたうえで、国家環境

保護総局と上海市環境科学研究院が共同で研修内容を策定した。また、中国で大気汚染防

止関連の新たな方針が打ち出されるたびに、国家環境保護総局が研修内容変更指示を行っ

た。

3)　研修講師

　研修講師は主に①環境政策担当者（国家環境保護総局、日中友好環境保護センター、上

海市環境保護局）、②重点大学、上海市環境科学研究院の教授、高級工程師、③上海市大

気汚染対策マスタープラン開発調査（1986～1988年）に参画した研究者、から構成された。

研究者、政策担当者の双方を講師に据えたのは評価される。研修員からも、また本研修に
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直接かかわらなかった人たちからも、中国の大気汚染防止分野で著名な講師陣がそろって

いるとの評価があった。 

 日本からは毎年１名の講師を派遣し、日本の大気汚染について講義を行ったが、外国の

最新動向に関する研修員の関心は高く、アンケートでもさらに多くの外国人講師の講義を

期待する意見があった。 

4) 講義資料 

 各研修講師が執筆した原稿を上海市環境科学研究院がまとめ、テキストとして使用した。

各講義ではこの資料が使用された。中国各地の環境保護局などで大気汚染分野に従事する

人にとってこのテキストは非常に有用なもので、研修に参加できなかった人がテキストの

送付を研修実施機関に依頼した例もある。JICAからは75冊までの印刷しか認められていな

いため、研修実施機関が独自に25冊を印刷し、外部からの資料提供依頼に応じていた。日

本人研修指導員の資料は別冊として配布された。特に第４回日本人研修指導員の自動車排

出ガスに関する資料は、当時の中国では珍しいもので研修員以外からの照会もあった。 

5) 講義 

 講義はよくわかったとの回答がほとんどであったものの、講義内容については研修員か

ら数点の指摘があった。まず「実務との関連が薄く、具体的な問題解決の方法が欠けてい

た」との回答が全回答者の1/4を占めた。また「大気汚染関連の概況を話すのではなく、各

期ごとに重点項目を設定してより深い講義をしたほうがよい」との意見もめだった。これ

に関して国家環境保護総局からは、今回の研修では細かい知識・技術の習得が目的ではな

く、大気汚染防止関連の啓蒙が目的であったとの発言があった。 

 国家環境保護総局の意図どおり啓蒙的講義で満足した研修員もいたと思われる一方、上

記のようにより絞られた講義を希望していた研修員もおり、研修目標に対する資格要件設

定の甘さが指摘される。 

6) 研修旅行 

 研修旅行については非常に評価が高く、７点満点で５点以上をつけたアンケート回答が

大部分を占めた（平均点は5.57点）。評価する回答が多かったものの、より多くの見学先を

設定してほしいとの意見がめだった。 

7) 研修員選考 

 研修案内書は上海市環境科学研究院が発送したが、中国各地の環境保護局すべてに発送

するのではなく、年ごとに選んだ80～100都市の環境保護局のみに発送した。選ばれた都

市に確実に研修案内を届けるために、省環境保護局を経由せず直接当該都市に送付した。

都市の選定は毎年国家環境保護総局とともに検討会を開いて行い、大気汚染の状況が違う

内陸部と沿岸部はできるだけ混ぜないように配慮した（４・５回目は内陸部重視の選考を
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行ったとのこと）。ただし、中国で都市化されている都市・地域は2000カ所以上あり、５年

間の本研修ではすべては招へいしきれないとのことであった。研修員の選抜に関しても国

家環境保護総局と上海市環境保護総局が共同で行い、研修応募者所属機関や応募者本人へ

のインタビューのうえ、研修員を決定した。 

 

 「５年以上大気汚染防止分野に携わる者」という漠然とした参加資格の設定をしたため

に、結果として各年度とも環境保護局に勤務する行政管理者のみならず、モニタリングス

テーションや環境研究所からも参加者があった。また１回の研修で学ぶ内容も、大気汚染

防止関連の行政管理からモニタリングまでさまざまな分野を扱っていた。これに関して、

上述のとおり国家環境保護総局からは今回の研修では細かい知識・技術の習得が目的では

なく、大気汚染防止問題の啓蒙が目的であったとの発言があった。また、部下のモニタリ

ング担当者を本研修に参加させた上海市青浦県環境保護局副局長からは、環境管理とモニ

タリングは別々のものではないので、それぞれの分野に携わる者が両分野の知識を得るこ

とは大切であるとの発言があった。しかし、研修員アンケートの回答では各分野ごとに対

象者を吟味して研修を行ったほうが効果的との指摘がめだっている。本研修に派遣した日

本人研修指導員たちからも、研修員の興味の対象にばらつきがみられるため、研修員の人

選や研修内容を絞り込んだほうがよいとの指摘があった。また上海市環境保護局の人事処

長からも、本終了時評価調査団との話し合いを通じて、行政管理者のみを対象にしたほう

が大気汚染防止知識の普及の点で有効なのではないかと感じた旨の発言があった。この問

題は計画策定時に研修目的のみならず、対象者、日本側の要望などを明確に示したうえで

研修実施を合意すべきであると同時に、小まめに過去の研修員のモニタリング（アンケー

ト調査等）を行い、資格要件設定に微調整を加えたほうがよいという教訓を残している。 

 

 予想外の参加者としては、大気汚染防止分野にかかわる企業（たとえば工業団地内で熱

供給を行う企業）からの参加者が数名みられた。国家の環境政策を理解させることによっ

て、それに基づいた事業が行われることが期待でき、この研修員選抜は高く評価できる。 

 

 応募資格である「５年以上大気汚染防止分野に携わる者」に反して、大気汚染分野に携

わりだしたばかりの者の参加が複数みられた。応募資格に見合った者を研修員として参加

させることは研修内容の理解度、またプロジェクト目標や上位目標にも大きく影響するこ

とから、厳守を徹底すべきである。 
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６－２ 目標達成度 

(1) 「プロジェクト目標」はどの程度まで達成されたか？ 

 プロジェクト目標は「各地方特有の大気汚染の状況に対応した汚染防止対策を行うこと」

である。「研修の結果、あなたの省・市の状況に応じた有効な大気汚染対策を立案・実行して

いますか」との質問に対し、回答者38名中33名が立案・実行していると回答した。具体例は

多岐にわたるが〔資料３ アンケート２(2)参照〕、提言を行ったという回答がめだつ。また論

文を執筆したり、学会で発表したという回答もあった。 

 上海市環境科学研究院で行われた上海市近郊の元研修員との座談会では、本研修の知識が

企業に脱硫装置の設置を指導する際に役立ったとの報告や、環境アセスメントに役立ったと

の報告があった。またモニタリング技師からは以前より正確なデータ分析・判定ができるよ

うになったとの報告や、新しい工場の環境アセスメントを行う際に観測点の設置数や設置箇

所に関して、研修内容が役立ったとの報告があった。研修運営担当者からは、複数の研修員

が所属機関で大気汚染防止計画を策定するため、さらに詳しい資料を請求してきたとの報告

も寄せられた。これらから研修目標はおおむね達成されたと判断できる。 

 「立案・実施ができていない」との回答のうち、「立案はしたが、経済的困難と環境汚染に

対する認識不足により実施はできていない」としたものがあった。従来から指摘されている

ことではあるが、大気汚染問題解決にあたっての経済力と環境教育の重要性を物語っている。

このほかに「立案・実施部門に所属していない」と回答した者が３名いた。本研修の目標が

「汚染防止対策を行うことができるようになる」であることから、当該部門に所属していな

い研修員を選抜してしまったことは、資格要件の設定が適当でなかったといえよう。 

 

６－３ 効果 

(1) 「プロジェクト目標」の達成により「上位目標」はどの程度達成されたか。 

 本研修の上位目標は「急速な経済発展に伴って発生している大気汚染により悪化している

中国の生活環境の向上」であった。これに関し、少なくとも上海市では大気汚染問題の現状

維持ができるようになってきているとの報告があった。経済発展の続く上海市で大気汚染は

ひどくなりつづけるであろうことが予想されるなかで、現状維持ができているということは、

同市の大気汚染防止対策が効を奏しているということである。同じような報告は甘粛省蘭州

市に関しても聞かれた。本研修だけがこの効果を生み出しているとはいえないものの、中国

における大気汚染状態の改善にかかる本研修の寄与が否定されるものではない。 

 

(2) 「プロジェクト目標」の達成により予想されたもの以外にどのような効果があったか。 

 中国全土から研修員を集めて研修を行うことにより、結果的に国家環境保護総局の大気汚
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染防止政策を各地方で当該分野に携わる者たちに徹底させることができ、これにより国家レ

ベルと地方レベルの大気汚染防止政策に関する意思疎通が図られるようになってきているこ

とである。本研修形態は国家政策を地方へ行き届かせるには非常に有効である。

　本研修では有能な人材を選抜したため、研修終了後各地の環境保護局内で指導的立場に昇

進する者が多かったとの報告があった。アンケート回答でもほとんどの回答者が研修内容を

同僚に伝達したと回答しており〔資料３ アンケート２(4)参照〕、なかには鉱工業企業の環

境保全担当者に対して業務や講義を通じて研修内容を伝達しているとの回答もみられた。こ

れらのことから判断して、研修内容が研修参加者にとどまらず、広く二次的に普及されてい

ることがうかがえる。また本研修の開催自体がマスコミなどにより広く報道されたため、不

特定多数の人々の環境配慮への意識を向上させていると考えられる。

　これらは直接・間接的に中国の大気汚染問題の解決につながっていくと判断できる。

６－４　計画の妥当性

(1) 設定された目標（上位目標、プロジェクト目標、成果）は現在でも被援助国の開発政策に

合致しているか。

　1998年５月、国家環境保護局は国家環境保護総局に格上げとなった。このことから中国政

府がいかに環境保護分野を重視しているかが理解できる。したがって本研修は非常に時宜を

得たものであり、現在でも中華人民共和国の開発政策に合致する。

(2) プロジェクトの実施中にその計画内容に影響を及ぼすような社会・経済的変化があったか、

また実施機関はそれらの変化に対し、どのような対策を取ったか。

　中国の環境政策の変化に従って、本研修の研修内容も柔軟に変化した。1995年に汚染物質

の総量規制が打ち出されたのに伴い、1996年（第３回）の研修からは総量規制の講義が追加

された。第４回目の研修では環境管理者に戦略的な考え方を植え付ける目的で持続可能な発

展に関する講義が加えられた。また1998年２月のＳＯ 2及び酸性雨規制地区の設定や1998年４

月のＩＳＯ14000認証制度推進に伴い、第５回目の研修では二酸化硫黄総量規制及び酸性雨

防止関連技術の講義や清潔生産関連の講義が付け加えられた。中国の環境政策の変更点をい

ち早く研修に取り込み、国内各地から参加する研修員に伝えた点は高く評価できる。

(3) 他の援助機関との関連は友好的であるか。

　さまざまな援助機関が中国の環境問題解決のためのプロジェクトを実施しているが、大気

汚染防止問題に限定した全国規模の人材育成を行ったのは本第二国研修のみである。
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６－５ 自立発展性 

(1) 実施機関には運営管理能力を十分に備えた人材が確保されているか。 

 第１回目から本研修実施を担当している上海市環境科学研究院では院長のもと、本研修を

事務方で支え、各年度研修終了後も元研修員と連絡を取り合い、必要に応じて資料提供を行

うなど、しっかりした研修運営を行える人材が確保されている。また、北京にある国家環境

保護総局や日中友好環境保護センターとも確固とした協力体制を築いており、中国各地から

当該分野で第一線で活躍する人々を講師に迎えている。さらに上海市環境科学研究院、日中

友好環境保護センターとも日本を含む諸外国との人事交流により、最新の環境保護技術を習

得した人材をそろえているため研修実施機関としては妥当である。 

 

(2) 技術移転を受けた人は定着しているか。また周辺への技術移転を積極的に行っているか。 

 上海市環境保護局人事処長からは少なくとも上海市出身の元研修員については95％が環境

関連分野に定着しているとの報告があった。大気汚染分野に限定できないのは元研修員が昇進

している場合、大気汚染分野だけでなく水質汚濁分野なども兼括しているからとのことであった。

 周辺への技術移転に関しては、上記アンケート回答のとおり、多くの研修員が同僚に研修

内容を伝達していると回答している。上海環境科学院で行われた研修員懇談会では、企業に

対して本研修で学んだ知識を紹介し、大気汚染防止を心がける生産活動を勧めていると報告

した研修員がいた。また、ある研修員は自分が設置した排煙脱硫設備が話題になり、国内各

地で当該分野に従事する人たちがその見学に訪れたと報告している。さらに環境関連企業か

ら参加した元研修員は、企業内で脱硫設備開発グループをつくり、本研修で得た知識を参考

に設備開発に取り組んでいるという。周辺への技術移転は研修員たちにより着実に進められ

ているといえよう。 

 

(3) プロジェクトの目指した目標に対する政府のサポートは十分得られているか。 

 プロジェクト目標の達成に関しては、中国政府でも研修を行っている。地方で当該分野に

携わる者に対する研修は国家環境保護総局主催のものと、地方政府主催のものがある。国家

環境保護総局主催のものは主に高級行政官と事務官を対象にしたものであるが、環境管理者

や専門技術者に対する研修も行ったことがあり、これからも行っていきたい旨の発言があっ

た。上海市でも上海市内で環境分野に携わる者を対象にした研修を独自に行っている。しか

し、国家環境保護総局、上海市環境保護局に共通しているのは大気汚染防止に分野を限定し、

それについて総合的に学ぶことを目的にした研修は実施していないことである。本研修が今

後も中国独自で行われていくか否かは不明であるが、環境分野での人材育成が独自でも進め

られているのは事実である。 
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第７章 評価のまとめ 
 

７－１ 結論 

 アンケート回答や上海市環境科学研究院で行われた上海市近郊の元研修員との座談会から、多

くの研修員が本研修終了後汚染防止対策を立案・実施していることが確認され、本研修の目標は

達成されたと考えられる。また研修員は各所属機関で部下や同僚に本研修内容を伝達したり、研

修内容をもとに論文を発表したりしていることから、研修内容の二次的普及も考えられる。 

 研修目標の達成のほか、中国全土から研修員を集めることにより、中央政府の最新政策を各地

方で当該分野に携わる者たちに理解させることができた。本研修形態は国家政策を地方に行き届

かせるにはきわめて有効な手段である。 

 しかし、研修対象者と研修内容の絞り込みについては課題が残った。環境保護局職員、研究者、

監測所職員の３者を一堂に集めて研修を行ったため、それぞれに不満が残る結果となった。今後

は研修対象者を絞り込み、研修内容をより詳しいものとするか、研修内容を共通プログラムと各

専門プログラムに分けるなど、工夫が必要である。 

 

７－２ 提言 

 研修実施機関には研修運営能力が十分あり、また同分野における研修講師もそろっている。ま

たこれほどの規模ではないものの、中国でも同様の国内研修が行われており、本研修は予定どお

りの協力期間で終了するのが妥当である。今後同分野での第二国研修を行うのであれば、研修員

アンケートで指摘されているような問題（酸性雨、自動車排ガス、Ｔ Ｓ Ｐ など）に特化した研修を

行うのが望ましい。 

 

７－３ 教訓 

 本研修形態では協力の最終年度にのみ評価を行うのが慣例化しているが、よりよい研修内容を

策定するには中間評価が必要であろう。評価調査団を派遣する必要はないにせよ、たとえば各年

度の研修終了後、研修員が職場に戻ってから１年を経た時点でアンケート調査を行い、研修に関

するよい点や改善点を指摘してもらうことは非常に有効である。協力期間中の状況の変化に伴っ

て、研修対象者や研修内容を修正することも適宜必要である。こまめに評価を行い、研修内容の

改善を行うことが、わが国と相手国双方が満足いく形での研修結果につながるのではないだろう

か。 
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２　中国第二国研修「大気汚染防止」終了時評価

調査アンケート提出者一覧

３　アンケート集計結果

４　第二国研修「大気汚染防止」に関する日本国

終了時評価調査団と中華人民共和国国家環境

保護総局の議事録（ミニッツ）
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